
報告第 55 号 

 

小城市立保育所運営規則の制定について 

 

このことについて、別紙のとおり報告する。 

 

  令和３年３月 25 日提出 

 

小城市教育委員会 教育長 大野 敬一郎      

 

 報告理由 

  三里保育園の閉園に伴い小城市規則を制定したため報告する。 
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小城市規則第３号 

 

小城市立保育所運営規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、小城市立保育所設置条例（平成17年小城市条例第

106号。以下「条例」という。）の規定に基づき、保育所の児童を心身

ともに健やかに育成するため、保育所の管理及び運営に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（入所定員） 

第２条 保育所の定員は、次のとおりとする。 

名称 定員 

小城市立小城保育園 120人 

小城市立砥川保育園 120人 

（職員） 

第３条 条例第４条の規定により、保育所に次の職員を置く。 

(１) 園長 

(２) 指導主事（保育指導） 

(３) 園長補佐 

(４) 主任保育士 

(５) 保育士 

(６) 調理員 

（職員の職務） 

第４条 職員の職務は、次のとおりとする。 

(１) 園長は、園務を掌理統轄する。 

(２) 指導主事（保育指導）は、職員の資質向上のための保育全般に

関する指導並びに行政、関係機関、保育施設及び幼児教育施設との
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連絡調整業務に従事する。 

(３) 園長補佐は、園長を補佐し、園長の指揮を受け、庶務及び児童

の保育業務に従事する。 

(４) 主任保育士及び保育士は、園長の指揮を受け、庶務及び児童の

保育業務に従事する。 

(５) 調理員は、園長の指揮を受け、給食の調理に従事する。 

（入所年齢） 

第５条 保育所に入所できる者は、原則としてその年齢が小学校就学年

齢未満の者とする。 

（保育の内容） 

第６条 保育の内容は、次のとおりとする。 

(１) 健康状態の観察 

(２) 個別の検査 

(３) 自由遊び（音楽リズム、絵画製作、お話、自然観察、社会観察

集団遊び等を含む。） 

(４) 午睡 

(５) 健康診断 

(６) 給食 

（年間計画） 

第７条 各園は、年度初めに年間保育計画をたてるものとする。 

（保育時間） 

第８条 保育時間は、原則として午前８時から午後４時までの８時間と

する。ただし、保護者のやむを得ない事情により、市長が特に必要と

認めたときは、その保育時間を超えて保育を行うことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法施行規則（平成26

年内閣府令第44号）第４条第１項に規定する保育必要量の認定を１月

当たり平均275時間まで（１日当たり11時間までに限る。）の区分（以
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下「保育標準時間」という。）又は平均200時間まで（１日当たり８時

間までに限る。）の区分（以下「保育短時間」という。）とする１日

の保育時間は、次の各号で定める時間の範囲内で行うものとする。 

(１) 保育標準時間 午前７時30分から午後６時30分まで 

(２) 保育短時間 午前８時から午後４時まで 

（開所時間） 

第９条 開所時間は、午前７時30分から午後６時30分までとする。 

（休日） 

第１０条 保育所の休日は、次のとおりとする。 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休

日 

(３) 12月29日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く 

。） 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、休日

以外の日に臨時に保育を休止し、又は休日に保育を行うことができる。 

（帳簿） 

第１１条 園長は、保育所に次に掲げる帳簿を備え、整備しておかなけ

ればならない。 

(１) 認可関係書類綴 

(２) 例規綴 

(３) 往復文書綴 

(４) 入退所関係綴 

(５) 職員休暇承認願綴 

(６) 職員出勤簿 

(７) 職員出張命令簿 

(８) 職員身体検査票 
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(９) 郵便切手受払簿 

(１０) 物品購入簿 

(１１) 給食物資受払簿 

(１２) 備品台帳 

(１３) 園児の出欠簿 

(１４) 児童票 

(１５) 保育日誌 

(１６) 給食日誌 

(１７) 保育計画綴 

(１８) 給食計画綴 

(１９) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿 

（その他） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理及び運営に関し

必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 


